
野洲すみれ苑　介護予防短期入所療養介護利用金額表 令和６年８月～

単位 1割 2割 3割

680 690 1,379 2,069 円

846 858 1,716 2,574 円

加算項目 単位 1割 2割 3割

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 日 240 244 487 730 円

送迎加算 片道 184 187 373 560 円

療養食加算 回 8 9 17 25 円

認知症行動・心理症状緊急対応加算 日 200 203 406 609 円

若年性認知症利用者受入加算 日 120 122 244 365 円

夜勤職員配置加算 日 24 25 49 73 円

Ⅰ） 100 102 203 305 円

Ⅱ） 10 11 21 31 円

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ・Ⅱ 日 Ⅰ・Ⅱ） 51 52 104 156 円

Ⅰ） 22 23 45 67 円

Ⅱ） 18 19 37 55 円

Ⅲ） 6 6 12 18 円

介護職員等処遇改善加算　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ -

野洲市　地域区分　7級地　区分【10.14円】

食費及び居住費

利用者負担段階

第　１　段階

第　２　段階

第　３　段階①

第　3　段階②

第　４　段階

※第４段階の方の場合　　食費の内訳：朝食400円/昼食600円/夕食500円　　原則提供した食事分のみを請求いたします。

その他のサービス

行事参加費

レクリエーション等の移送費

電気製品使用料

コピー代

サービス外の利用費

洗濯委託料

理美容費

加算項目

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

送迎加算

療養食加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

若年性認知症利用者受入加算

夜勤職員配置加算

生産性向上推進体制加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ・Ⅱ

介護職員等処遇改善加算　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

厚生労働大臣定める基準に適合しているものとして算定

介護現場における生産性を資する取組として介護ロボットやＩＣＴ等のテクノロ
ジーの導入している場合にⅠ及びⅡの基準に該当するいずれかを算定

サービス提供体制強化加算

所定単位数による

介護福祉士80％以上配置又は勤続10年以上介護福祉士35％以上のいずれか
に該当する場合に算定

介護福祉士が60％以上配置されている場合に算定

介護福祉士50％以上又は常勤職員75％以上又は勤続7年以上30％以上のいず
れかに該当する場合に算定

利用者に対して施設と居宅との間の送迎を行う場合に算定

厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に算定※1日につき３回を限度

認知症の行動・心理症状が認められる為、緊急にサービスが必要であると医師
が判断した場合、利用開始日から7日間を限度として算定

若年性認知症の入所者ごとに個別の担当者を定めている場合に算定

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものと
して算定

実費負担

実費負担

1,300
1,370

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを20分以上実施した場合に算定

月

介護度

要支援1

要支援2

日

生産性向上推進体制加算

サービス提供体制強化加算

居住費（円/日）

300 880

食費（円/日）

内容

600 880

1,000

1,500 2,400

実費負担

実費負担

1品１日 55円（税込）

A４用紙1枚 10円（税込）


	ショート (予防)

